
第１２号議案 

- 1 - 

 

第

十

二

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

組

織

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

三

年

二

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

組

織

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

組

織

条

例

（

昭

和

四

十

年

一

月

江

戸

川

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

推

進

部

 

 

第

一

条

中
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 

新

庁

舎

・

施

設

整

備

部

 

に

、

「

生

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

危

機

管

理

部

 
 

 
 

」

 

 
 

 
 

 
 

「

生

活

振

興

部

 
産

業

経

済

部

」

 

第

二

条

経

営

企

画

部

の

項

第

五

号

を

削

り

、

同

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

 

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

推

進

部

 

一

 

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

 

二

 

共

生

社

会

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

 

三

 

広

報

及

び

広

聴

に

関

す

る

こ

と

。
 

 

第

二

条

新

庁

舎

・

大

型

施

設

建

設

推

進

室

の

項

及

び

危

機

管

理

室

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

新

庁

舎

・

施

設

整

備

部

 

一

 

新

庁

舎

の

整

備

に

関

す

る

こ

と

。

 

二

 

公

有

地

及

び

施

設

の

計

画

に

関

す

る

こ

と

。

 

三

 

公

有

地

及

び

施

設

の

利

活

用

に

関

す

る

こ

と

。

 

「

新

庁

舎

・

大

型

施

設

建

設

推

進

室

 

危

機

管

理

室

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

 

活

振

興

部

」

を

 

に

改

め

る

。
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危

機

管

理

部

 

一

 

危

機

管

理

に

関

す

る

こ

と

。

 

二
 

防

犯

及

び

防

災

に

関

す

る

こ

と

。

 

 

第

二

条

環

境

部

の

項

中

第

二

号

を

第

四

号

と

し

、

第

一

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

 
 

二

 
気

候

変

動

適

応

に

関

す

る

こ

と

。

 

三

 

緑

化

及

び

公

園

に

関

す

る

こ

と

。

 

 

第

二

条

生

活

振

興

部

の

項

中

第

三

号

を

削

り

、

第

四

号

を

第

三

号

と

し

、

同

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

 

産

業

経

済

部

 

一

 

産

業

の

振

興

に

関

す

る

こ

と

。

 

二

 

経

済

の

成

長

に

関

す

る

こ

と

。

 

 

第

二

条

土

木

部

の

項

中

第

二

号

を

削

り

、

第

三

号

を

第

二

号

と

す

る

。

 

 
 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 



第１２号議案 

- 4 - 

 

 

令

和

三

年

度

組

織

改

正

に

伴

い

、

新

た

に

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

推

進

部

及

び

産

業

経

済

部

を

設

置

し

、

当

該

部

の

分

掌

事

務

を

定

め

る

と

と

も

に

、

現

在

設

置

し

て

い

る

部

の

名

称

及

び

分

掌

事

務

の

見

直

し

を

行

う

こ

と

か

ら

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 


